
令和３年度 大阪市立難波学校 いじめ対応フロー図 

いじめか否かは、組織で判断する＝発見者（担任・部活動顧問など一部の教職員）だけが判断して指導・処理するな

どはしない。必ず情報を報告・共有して、組織でいじめか否かを判断する。 

教職員研修＝年に２回の校内研修の実施【4月、9月ごろ】 

（教育委員会事務局指導部または教育センターが開催する研修の伝達研修を１回） 

 

いじめ対策委員会（定例会）の開催＝記録を残していく 

 

早期発見＝・日々の観察 

・いじめアンケートの実施（学期に１回以上＝年に３回以上：１学期 2回／２学期１回／３学期 1回） 

・教育相談の実施（年に 3回以上：１学期／夏休み明け／２学期） 

・SC によるカウンセリング ＝ 小さな事案のうちから広く活用するよう周知 

・家庭や地域との連携 ＝ 丁寧な情報提供 

・学校以外の相談窓口の周知（いじめについて考える日／始業式・終業式／修了式） 

いじめの可能性に気付いたとき 

学校管理下＝・いじめと疑われる言葉や行動を発見した 

・生徒（＝本人）から相談や訴えがあった 

・生徒（＝友人等）から報告があった 

・いじめアンケートへの記載があった 

学校管理外＝・習い事等の人間関係の中で起きた 

・インターネット（SNS）等の人間関係の中で起きた 

・生徒の保護者から相談や訴えがあった 

・生徒の友人等の保護者から相談や訴えがあった 

・他の学校園から連絡があった 

・外部（匿名）から通報があった  等 

 

発見者＝・担任 ・学年教員 ・部活動顧問 ・養護教諭 をはじめ、全教職員に発見の可能性がある 

 

報告を受ける者＝★校長（責任者・いじめ対策委員会の開催者） ・ 教頭 

◎生徒指導主事（情報集約担当者） 

〇（各）学年主任（単学年の場合、複数学年に渡る場合） 

〇（各）担任 

〇部活動顧問 

・緊急性は高いか？ ⇒ 速やかに「いじめ対策委員会」を招集 

・よくあるトラブルでも繰り返されていないか？ 

・必ず複数の教職員で関わっているか？ 

・月１回の“定例会”への情報共有で対応を検討することで見守るか？ 


[bookmark: _GoBack]令和３年度　大阪市立難波学校　いじめ対応フロー図

いじめか否かは、組織で判断する＝発見者（担任・部活動顧問など一部の教職員）だけが判断して指導・処理するなどはしない。必ず情報を報告・共有して、組織でいじめか否かを判断する。

教職員研修＝年に２回の校内研修の実施【4月、9月ごろ】

（教育委員会事務局指導部または教育センターが開催する研修の伝達研修を１回）



いじめ対策委員会（定例会）の開催＝記録を残していく



早期発見＝・日々の観察

・いじめアンケートの実施（学期に１回以上＝年に３回以上：１学期2回／２学期１回／３学期1回）

・教育相談の実施（年に3回以上：１学期／夏休み明け／２学期）

・SCによるカウンセリング　＝　小さな事案のうちから広く活用するよう周知

・家庭や地域との連携　＝　丁寧な情報提供

・学校以外の相談窓口の周知（いじめについて考える日／始業式・終業式／修了式）

いじめの可能性に気付いたとき

学校管理下＝・いじめと疑われる言葉や行動を発見した

・生徒（＝本人）から相談や訴えがあった

・生徒（＝友人等）から報告があった

・いじめアンケートへの記載があった

学校管理外＝・習い事等の人間関係の中で起きた

・インターネット（SNS）等の人間関係の中で起きた

・生徒の保護者から相談や訴えがあった

・生徒の友人等の保護者から相談や訴えがあった

・他の学校園から連絡があった

・外部（匿名）から通報があった　　等



発見者＝・担任　・学年教員　・部活動顧問　・養護教諭　をはじめ、全教職員に発見の可能性がある



報告を受ける者＝★校長（責任者・いじめ対策委員会の開催者）　・　教頭

◎生徒指導主事（情報集約担当者）

〇（各）学年主任（単学年の場合、複数学年に渡る場合）

〇（各）担任

〇部活動顧問

・緊急性は高いか？　⇒　速やかに「いじめ対策委員会」を招集

・よくあるトラブルでも繰り返されていないか？

・必ず複数の教職員で関わっているか？

・月１回の“定例会”への情報共有で対応を検討することで見守るか？



いじめ対策委員会（★校長が組織の長）　構成メンバー

★校長（開催者） ・ 教頭

◎生徒指導主事（集約者） ・ 生活指導部長 ・ 各学年主任 ・ 人権教育主担 ・ 養護教諭 ・ 担任

必要に応じて、SC・SSW











【協議内容】初期対応の検討

・把握できている情報の報告・共有被害生徒



・被害生徒の安全確保、心のケア、学習支援の方法加害生徒



→初期段階よりSCによる心のケアを積極的にすすめる

・聞き取り方法の検討その他の生徒



→どの教職員が、どこで、どのように聞き取るか？事実関係の洗い出し

被害・加害の生徒、保護者等の状況をよく考慮して検討



担任・（各）学年所属教員・生活指導部長・生徒指導主事　等　その状況で、最も聞き取りできる人間が行う

【聞き取り】被害・加害生徒からの聞き取り

いじめ対策委員会



【協議内容】	指導方法の決定

・再度聞き取った情報の共有

・更なる事実確認の必要性の有無

・被害生徒への具体的な支援の方法

→どの教職員が、どのような支援を行うか？

・加害生徒への具体的な指導の方法

→どの教職員が、どのような指導を行うか？

・保護者への連絡について

→どの教職員が、どのような方法で行うか？被害・加害の連絡する順番を考慮する

・関係機関との連携について

→連携の必要があるか？

連携の必要がある場合、どの関係機関と連携するか？

・その他の生徒への働きかけ・ケアの方法

→どの教職員が、どのように行うか？学級、集会での総括的な話、部活動のミーティング




いじめ対策委員会







担任・学年所属教員

養護教諭

生活指導部長

生徒指導主事 等

生徒指導主事

管理職





指導部 担当指導主事

SSET（スクールロイヤー）



	SSW

SC

関係機関







・被害生徒への支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　・対応について相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　・相談

・加害生徒への指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　・助言を受ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・通報

・保護者への連絡、対応　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・連携







生徒指導主事

管理職









 　　　　　　　　　　いじめ対策委員会





【協議内容】　更なる対応の検討・進捗管理

・被害生徒の安全確保、心のケア、学習支援について報告

・更なる対応の検討

・加害生徒への指導について報告、更なる対応の検討

・保護者への連絡や対応について報告、更なる対応の検討

・SSW、スクールロイヤーの助言を踏まえた対応の検討

・関係機関との連携について報告、更なる連携の検討全教職員







日々の見守り

・「被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少なくとも３か月継続していること。」

・「いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。」

以上の２つの要件が満たされれば、解消となる。




対教師暴力発生時の対応

全教職員　・対教師暴力発生　　＜どの教員が暴力を受けたかで対応が分かれる＞

　　　　　　　※まず該当教員と生徒を離し、ケガの有無の確認をする



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生徒指導主事　◎情報集約　　　　※生徒指導主事が対教師暴力の該当教員の場合には、生活指導部長





管理職　◎方針の決定　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年所属教員　　　当該教員　／　当該生徒を別々に聞き取る



生徒指導主事　◎再度、情報集約



管理職・生活指導部長・学年主任・　　○学年打ち合わせ　　※部活動の場合にも学年で対応する

・状況確認

・指導方針、指導方法決定

・病院受診（診断書）／警察（被害届）の判断



＜緊急放送＞　全教職員を招集し、臨時の打ち合わせを持ち、状況や対応を周知





担任・学年所属教員・部活動顧問　　　　　　　　　　　　　関係諸機関　　

　　　　・指導、対応（謝罪、別室等）　　　　　　　　　　　　　　　　・警察（被害届）

　　　　・保護者への連絡・来校等の対応　　　　　　　　　　　　 ・病院受診（診断書）





生徒指導主事　◎情報集約



管理職　★外部機関連携（教育委員会）



全教職員　〇情報共有



担任・学年所属教員・部活動顧問

　　　　・継続指導（別室対応等）

　　　　・保護者への連絡、対応



管理職　生徒・保護者への総括的な話




いじめ以外の問題行動発生時の対応

全教職員　・生徒間暴力　　・喫煙、飲酒　　・服装や頭髪違反　　・自転車通学

・授業離脱、妨害　　・不要物（携帯電話、お菓子等）の所持　　　等

※必ず報告をし、組織で対応する



担任・部活動顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活指導部長





学年主任　　　　○学年打ち合わせ　　　　　　　　　　　　　生徒指導主事

・状況確認

・指導方針、指導方法決定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係機関



　　　　　　　　　　　担任・学年所属教員・部活動顧問

　　　　　　　　　　　　　　　・指導、対応（集会・学活）

　　　　　　　　　　　　　　　・保護者への連絡、対応





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管　理　職





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全教職員　　〇情報共有





　　　　　　　　　　　　　　　　担任・学年所属教員・部活動顧問　　　・事後対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・継続指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・保護者への連絡、対応



※問題行動に対する指導や対応をしていく中でいじめの可能性に気付いた際は、直ちに上記の「いじめの

可能性に気付いたとき」の対応に切り替える。
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【協議内容】初期対応の検討 

・把握できている情報の報告・共有 

・被害生徒の安全確保、心のケア、学習支援の方法 

→初期段階より SCによる心のケアを積極的にすすめる 

・聞き取り方法の検討 

→どの教職員が、どこで、どのように聞き取るか？事実関係の洗い出し 

被害・加害の生徒、保護者等の状況をよく考慮して検討 

 

担任・（各）学年所属教員・生活指導部長・生徒指導主事 等 その状況で、最も聞き取りできる人間が行う 

【聞き取り】被害・加害生徒からの聞き取り 

 

【協議内容】 指導方法の決定 

・再度聞き取った情報の共有 

・更なる事実確認の必要性の有無 

・被害生徒への具体的な支援の方法 

→どの教職員が、どのような支援を行うか？ 

・加害生徒への具体的な指導の方法 

→どの教職員が、どのような指導を行うか？ 

・保護者への連絡について 

→どの教職員が、どのような方法で行うか？被害・加害の連絡する順番を考慮する 

・関係機関との連携について 

→連携の必要があるか？ 

連携の必要がある場合、どの関係機関と連携するか？ 

・その他の生徒への働きかけ・ケアの方法 

→どの教職員が、どのように行うか？学級、集会での総括的な話、部活動のミーティング 

  

いじめ対策委員会（★校長が組織の長） 構成メンバー 

★校長（開催者） ・ 教頭 

◎生徒指導主事（集約者） ・ 生活指導部長 ・ 各学年主任 ・ 人権教育主担 ・ 養護教諭 ・ 担任 

必要に応じて、SC・SSW 

いじめ対策委員会 

加害生徒 

その他の生徒 

被害生徒 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

・被害生徒への支援                  ・対応について相談                  ・相談 

・加害生徒への指導                  ・助言を受ける                     ・通報 

・保護者への連絡、対応 等                                            ・連携 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

【協議内容】 更なる対応の検討・進捗管理 

・被害生徒の安全確保、心のケア、学習支援について報告 

・更なる対応の検討 

・加害生徒への指導について報告、更なる対応の検討 

・保護者への連絡や対応について報告、更なる対応の検討 

・SSW、スクールロイヤーの助言を踏まえた対応の検討 

・関係機関との連携について報告、更なる連携の検討 

 

 

日々の見守り 

・「被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が少な

くとも３か月継続していること。」 

・「いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がい

じめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及び

その保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。」 

以上の２つの要件が満たされれば、解消となる。 

  

担任・学年所属教員 

養護教諭 

生活指導部長 

生徒指導主事 等 SC 

いじめ対策委員会 

指導部 担当指導主事 

SSET（スクールロイヤー） 

管理職 生徒指導主事 

関係機関 SSW 

いじめ対策委員会 

管理職 生徒指導主事 

全教職員 



対教師暴力発生時の対応 

全教職員 ・対教師暴力発生  ＜どの教員が暴力を受けたかで対応が分かれる＞ 

       ※まず該当教員と生徒を離し、ケガの有無の確認をする 

 

                            

生徒指導主事 ◎情報集約    ※生徒指導主事が対教師暴力の該当教員の場合には、生活指導部長 

 

 

管理職 ◎方針の決定     

 

                     学年所属教員   当該教員 ／ 当該生徒を別々に聞き取る 

 

生徒指導主事 ◎再度、情報集約 

 

管理職・生活指導部長・学年主任・  ○学年打ち合わせ  ※部活動の場合にも学年で対応する 

・状況確認 

・指導方針、指導方法決定 

・病院受診（診断書）／警察（被害届）の判断 

 

＜緊急放送＞ 全教職員を招集し、臨時の打ち合わせを持ち、状況や対応を周知 

 

 

担任・学年所属教員・部活動顧問             関係諸機関   

    ・指導、対応（謝罪、別室等）                ・警察（被害届） 

    ・保護者への連絡・来校等の対応             ・病院受診（診断書） 

 

 

生徒指導主事 ◎情報集約 

 

管理職 ★外部機関連携（教育委員会） 

 

全教職員 〇情報共有 

 

担任・学年所属教員・部活動顧問 

    ・継続指導（別室対応等） 

    ・保護者への連絡、対応 

 

管理職 生徒・保護者への総括的な話 

  



いじめ以外の問題行動発生時の対応 

全教職員 ・生徒間暴力  ・喫煙、飲酒  ・服装や頭髪違反  ・自転車通学 

・授業離脱、妨害  ・不要物（携帯電話、お菓子等）の所持   等 

※必ず報告をし、組織で対応する 

 

担任・部活動顧問                       生活指導部長 

 

 

学年主任    ○学年打ち合わせ             生徒指導主事 

・状況確認 

・指導方針、指導方法決定 

                                                       関係機関 

 

           担任・学年所属教員・部活動顧問 

               ・指導、対応（集会・学活） 

               ・保護者への連絡、対応 

 

 

                     管 理 職 

 

 

                      全教職員  〇情報共有 

 

 

                担任・学年所属教員・部活動顧問   ・事後対応 

                                        ・継続指導 

                                        ・保護者への連絡、対応 

 

※問題行動に対する指導や対応をしていく中でいじめの可能性に気付いた際は、直ちに上記の「いじめの 

可能性に気付いたとき」の対応に切り替える。 

 


